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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の車両周辺映像を取得して記録する機能を備えた車両用映像記録装置において、
　前記複数の車両周辺映像の中から、表示手段に対して優先して出力する映像を決定し、
前記表示手段に出力する制御を行う機能と、
　前記表示手段に対して優先して出力した映像を示す情報と前記複数の車両周辺映像とを
、時間的に同期させて再生可能なデータとして記録手段に対して記録する機能とを備え、
　前記表示手段に対して優先して出力する映像は、ドライバーによる車両の操作状態に基
づいて決定すること
　を備えることを特徴とする車両用映像記録装置。
【請求項２】
　車両状態を取得する機能を備え、
　前記表示手段に対して優先して出力した映像を示す情報と前記取得した車両状態と前記
複数の車両周辺映像とを時間的に同期させて再生可能なデータとして記録手段に対して記
録する機能を備えること
　を特徴とする請求項１に記載の車両用映像記録装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の車両用映像記録装置によって前記記録手段に記録されたデー
タを再生する再生装置であって、
　前記表示手段に対して優先して出力した映像を示す情報に基づき、再生中の複数の車両
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周辺映像の中から、前記表示手段に対して優先して出力した映像を示す所定の表示を行う
機能を備えること
　を特徴とする再生装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の再生装置としての機能をコンピュータに実現させるためのプログラム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用映像記録装置等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の事故発生時の前後の車両状況情報（前方映像、車両速度、急加減速など）を記
憶するドライブレコーダは、自動車の衝突事故などの際の検証に有益な情報を提供するこ
とになるので、特にトラック等の運送用の車両や、タクシー，バス等の営業用車両への搭
載が広まっており、さらに、一般の車両にも搭載されつつある。
【０００３】
このドライブレコーダは、事故時及び急制動時等において、その発生前後の一定期間につ
いての前方映像とドライバーの運転操作（ブレーキ操作、ウインカー操作、走行経路等）
状況を示す走行データとを記憶可能な構成となっている。映像データの記憶をする構成に
ついて簡単に説明すると、ＣＣＤカメラ等にて常時、運転者の視点（視野）から自車と周
辺状況を撮像するとともに、その撮像した映像をリングバッファ等の一時記憶メモリに記
憶する。この一時記憶メモリに記憶する映像は、逐次最新のものに更新され、設定された
時間分だけ過去の映像データが保持される。一方、ドライブレコーダは、加速度センサ等
の事故や急ブレーキ・急ハンドル時に発生する衝撃を検知するセンサを備え、そのセンサ
の出力値が閾値を超えた場合、閾値を超えた（衝撃検出）時点より前の一定期間の映像を
一時記憶メモリから読み出して不揮発性メモリ（ＳＤメモリカード等）に格納すると共に
、閾値を超えた時点以降はその後に撮像したＣＣＤカメラ等の映像を不揮発性メモリに直
接或いは一時記憶メモリを経由して格納することで衝撃前及び衝撃後の所定時間にわたる
映像と前記走行データ等を不揮発性メモリ（ＳＤカード）に保存する機能を備える。
【０００４】
そして、事故が発生したときには、不揮発性メモリに保存されている自車の車両状況情報
（映像等）に基づいて、運転者の正当性を明確に証明することを可能としている。この種
のドライブレコーダは、たとえば、特許文献１等に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３２１４２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
この種のドライブレコーダは、記録した車両周辺の映像をモニタ等の表示手段に再生して
表示する機能を備えるものがある。また、車両周辺映像を取得し、取得した映像を表示手
段に表示する機能を備えるものがある。これらの映像のうちいずれの映像を表示装置に表
示させるかは、リモコンやスイッチで指示する必要がある。そのため、ドライバーは、運
転操作中に所望の映像に切り替えることが困難であるという課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するため、本発明は、（１）車両状態と複数の車両周辺映像を取得
し、取得した車両状態と複数の車両周辺映像とを時間的に同期させて再生可能なデータと
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して記録手段に対して記録する車両用映像記録装置において、前記複数の車両周辺映像の
中から、ドライバーによる車両の操作状態に基づき、表示手段に対して優先して出力する
映像を決定して出力する制御を行うことを特徴とする。
【０００８】
このような構成によれば、ドライバーによる車両の操作状態に基づき、表示手段に対して
優先して出力する映像を決定して出力するため、ドライバーは、運転操作とともにリモコ
ンやスイッチで映像を切り替える必要がない。
【０００９】
なお、車両周辺映像は、車両外部の映像としてもよいし、車両内部（例えば車室内）の映
像としてもよい。
【００１０】
　（２）特に、ドライバーによる車両の操作状態としては、ドライバーが車両を走行させ
ようとする方向を示す運転状態とするとよい。このようにすれば、ドライバーがこれから
走行させる方向の映像が出力されることになり、ドライバーの意思に沿った適切な映像が
適切なタイミングで表示されることとなる。例えば後述する（８）（９）に示す構成とす
るとよい。
【００１１】
　（３）前記表示手段に対して出力する映像を生成する映像生成手段を備え、前記映像生
成手段が生成する映像は、前記表示手段に対して優先して出力する映像を決定して出力す
る制御に関する設定項目を示す映像、前記記録手段に記録された車両状態を示す映像、取
得した前記車両周辺映像のうちの少なくともいずれか１つの映像、前記記録手段に記録さ
れた少なくともいずれか１の映像を再生した映像、のうち少なくともいずれか１つを含み
、前記表示手段に対して優先して出力する映像を決定して出力する制御は、当該映像のみ
に切り替える制御、当該映像に所定の映像を重ね合わせた映像に切り替える制御、当該映
像を他の映像よりも大きなサイズの映像で表示する制御、当該映像を他の映像よりも表示
手段の中心部に表示させる制御の少なくともいずれか１つとするとよい。
【００１２】
　（４）（３）の構成を前提として、前記映像生成手段はコンピュータによるプログラム
を実行することで前記表示手段に対して出力する映像を生成する構成であって、さらに当
該コンピュータによるプログラムの実行による映像の生成が可能でない状態であっても、
前記表示手段に対して優先して出力する映像の信号が検出された場合には当該映像を他の
映像よりも優先して出力する制御を行うハードウェアを備えるとよい。
【００１３】
コンピュータによるプログラムの実行により、映像を生成する機能を実現する場合、例え
ば、コンピュータが起動処理中であったり、コンピュータの処理負荷が高い状態であった
りするために、コンピュータによるプログラムの実行による映像の生成が可能でない状態
である場合がある。このような場合には、コンピュータによるプログラムの実行によって
、ドライバーによる車両の操作状態を即座に反映させた映像を出力することが困難である
。しかし、このような構成にすれば、ハードウェアにより表示手段に対して優先して出力
する映像の信号が検出された場合には当該映像を他の映像よりも優先して出力されるので
、ドライバーによる車両の操作状態を即座に反映させて、表示手段に対して優先して出力
する映像を表示させることができる。
【００１４】
　（５）前記ドライバーによる車両の操作状態に基づき、前記表示手段に対して優先して
出力する映像を決定して出力する制御は、優先して出力する映像の映像信号が入力された
場合に、当該映像を表示手段に対して出力する構成であり、前記ドライバーによる車両の
操作状態が所定の操作状態になっていない場合に、当該優先して出力する映像の映像信号
を出力する装置に対して電源を供給せず、前記ドライバーによる車両の操作状態が所定の
操作状態になった場合に、当該優先して出力する映像の映像信号を出力する装置に対して
電源を供給する構成とするとよい。
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【００１５】
このような構成によれば、ドライバーによる車両の操作状態が所定の操作状態になってい
ない場合には、当該優先して出力する映像の映像信号が出力されず、当該映像は表示手段
に表示されない。一方、ドライバーによる車両の操作状態が所定の操作状態になった場合
に、当該優先して出力する映像の映像信号が出力され当該映像が表示手段に表示される。
【００１６】
　（６）前記複数の車両周辺映像を入力するための複数の映像入力端子を備え、前記表示
手段に対して優先して出力する映像の映像入力端子は、他の映像の映像入力端子とは異な
る形状とするとよい。このようにすれば、どの映像入力端子に優先して出力する映像の撮
像手段（例えばカメラなど）を接続すればよいのかが、容易に分かる。
【００１７】
　（７）（６）の構成を前提として、前記前記表示手段に対して優先して出力する映像の
映像入力端子と、前記他の映像の映像入力端子とは、筐体の同一面内に配置し、これらの
映像入力端子を設けた面と対向する面に、前記記録手段を構成する記録媒体の挿入口を設
けるとよい。このようにすれば、記録媒体を挿入口へ挿入したり、挿入口から取り出した
りする際に、映像入力端子に接続されたケーブル類が邪魔にならない。また、記録媒体を
挿入口へ挿入したり、挿入口から取り出したりする際に、映像入力端子に接続されたケー
ブル類を、引っ掛けて抜いてしまうといった問題も発生しにくくなる。
【００１８】
　（８）前記複数の車両周辺映像のうち少なくとも１つは車両後方映像であって、前記ド
ライバーによる車両の操作状態として、シフトポジションがバックになった場合に、前記
車両後方映像を他の映像よりも優先して出力する制御を行う構成とするとよい。このよう
にすれば、ドライバーは、シフトポジションをバックにするだけで、車両後方の状況を、
表示手段を見て確認することができる。
【００１９】
　（９）前記複数の車両周辺映像のうち少なくとも１つは車両右側映像であり、前記複数
の車両周辺映像のうち少なくとも１つは車両左側映像であって、前記ドライバーによる車
両の操作状態として、所定の車両速度以下の状態で右ウインカーの出された場合には、前
記車両右側映像を他の映像よりも優先して出力する制御を行い、前記ドライバーによる車
両の操作状態として、所定の車両速度以下の状態で左ウインカーを出された場合には、前
記車両左側映像を他の映像よりも優先して出力する制御を行う構成とするとよい。
【００２０】
このようにすれば、例えば、駐車場から左右いずれかの方向に退出するときや、見通しの
悪い交差点を曲がろうとするときなど、所定の車両速度以下の状態でウインカーを出した
方向の車両周辺映像が表示手段に表示されることとなる。したがって、ドライバーは、こ
のような注意を要する状況で、表示のための特段の操作をすることなく、その方向の車両
周辺映像を確認することが容易にできる。一方、所定の車両速度を越える場合には、ウイ
ンカーを出したとしても、ウインカーを出した方向の車両周辺映像が表示手段に表示され
ることはない。したがって、ドライバーが、所定の車両速度以上で走行中に車両周辺映像
が表示手段に表示されることによって煩わしさを感じることや、運転操作への意識の集中
をそがれるといったことがない。
【００２１】
　（１０）前記表示手段に対して優先して出力する映像の中に人が写っている場合に警報
を発する機能を備えるとよい。このようにすれば、警報が発せられた際に車両を停止させ
るなど、回避行動を容易かつ即座に採ることができる。また、ドライバーは、特段の操作
をすることなく、単に警報があった際に表示手段を見るだけで、警報の対象物が、回避対
象であるかなどを、容易に確認することができる。例えば、ウインカーを出している方向
で、サイドカメラの映像に人が写っている場合、アラームにて知らせたり、バックポジシ
ョンを出しているとき、バックカメラの映像に人が写っている場合、アラームにて知らせ
るようにするとよい。
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【００２２】
　（１１）車両の衝突に相当する状態を検出する衝突検出手段を備え、前記表示手段に対
して出力している映像にかかわらず、前記取得した前記車両状態と前記複数の車両周辺映
像との前記記録手段に対する記録を、前記衝突検出手段によって衝突が検出された場合に
行う構成とするとよい。このようにすれば、衝突時の複数の車両周辺映像を確実に記録す
ることができる。
【００２３】
　（１２）前記表示手段に対して出力している映像にかかわらず、前記取得した前記車両
状態と前記複数の車両周辺映像との前記記録手段に対する記録を行う構成とするとよい。
このようにすれば、衝突時の複数の車両周辺映像を確実に記録することができる。
【００２４】
　（１３）車両の衝突に相当する状態を検出する衝突検出手段を備え、前記衝突検出手段
によって衝突が検出された場合に、前記表示手段に対して出力している映像を優先して前
記記録手段に対して記録するようにしてもよい。このようにすれば、衝突の瞬間が記録さ
れる可能性の高い映像を確実に記録することができる。特に（２）の構成を前提とする構
成によれば、ドライバーが車両を走行させようとする方向の映像を記録することができる
ので、優れた効果を発揮する。
【００２５】
　（１４）前記複数の車両周辺映像の中から、ドライバーによる車両の操作状態に基づき
、表示手段に対して優先して出力する映像を決定した際に、前記再生可能なデータとして
記録手段に対する記録を行なう構成としてもよい。例えば、（９）の構成を前提として、
車のスピードが所定値より遅いときであって、ウインカーが出された場合に、サイドカメ
ラの映像を室内モニタに表示させる構成とし、録画はウインカーを出したタイミングで行
うようにしてもよい。
【００２６】
　（１５）前記記録手段に記録された前記車両周辺映像のデータを再生する際に、再生映
像を左右または上下に反転して再生する機能を備えるとよい。このようにすれば、車両周
辺映像を撮影するカメラを上下反転して設置させても、正しい向きで映像を再生させるこ
とができる。また、例えば左右反転映像の映像信号を出力するリアビューカメラが撮影し
た映像を、左右反転させて再生させることもできる。
【００２７】
　（１６）前記ドライバーによる車両の操作状態と前記取得した車両状態と複数の車両周
辺映像とを時間的に同期させて再生可能なデータとして記録手段に対して記録する構成と
するとよい。例えば、ドライバーによる車両の操作状態として、シフトポジションがなに
であるかを記録しておくことで、バック中にぶつかった、下り坂でエンジンブレーキかけ
ているか、停車中、ニュートラルまたはパーキングにしている（ＥＣＯ運転）
などがわかる。
【００２８】
　（１７）前記表示手段に対して優先して出力した映像を示す情報と前記ドライバーによ
る車両の操作状態と前記取得した車両状態と複数の車両周辺映像と、時間的に同期させて
再生可能なデータとして記録手段に対して記録する構成とするとよい。
【００２９】
　（１８）（１）～（１７）に記載の車両用映像記録装置によって前記記録手段に記録さ
れたデータを再生する再生装置であって、前記記録手段に記録された前記車両周辺映像の
データを再生する際に、再生映像を左右または上下に反転して再生する機能を備えるとよ
い。再生装置は例えばパソコンのように車外に主として設置されるものとしてもよいし、
車内に設置するナビゲーション装置等の機能として構成してもよい。
【００３０】
　（１９）（１７）に記載の車両用映像記録装置によって前記記録手段に記録されたデー
タを再生する再生装置であって、前記表示手段に対して優先して出力した映像を示す情報
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に基づき、再生中の複数の車両周辺映像の中から、前記表示手段に対して優先して出力し
た映像を示す所定の表示を行う構成とするとよい。このようにすれば、表示手段にどの映
像が表示されていたのか、後で、再生装置で再生した際に容易に把握することができる。
　（２０）（１８）または（１９）に記載の再生装置としての機能をコンピュータに実現
させるためのプログラムとして構成することができる。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、ドライバーは、運転操作とともにリモコンやスイッチで映像を切り替
えるなど特段の操作をする必要がなく、単に運転操作を行うだけで、ドライバーの意図に
沿った映像を表示手段に表示させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の好適な一実施形態であるドライブレコーダの構成を示すブロック図であ
る。
【図２】ドライブレコーダのメインユニットと各部の接続関係を示す図である。
【図３】ドライブレコーダのメインユニットの正面と背面を示す斜視図である。
【図４】メモリカードのメインユニットへの挿入方法とメインユニットの車両への取付例
を示す図である。
【図５】フロントビューカメラの車両への取り付け状態を示す図である。
【図６】増設カメラの取付例とカメラの構成を示す図である。
【図７】リアビューカメラの車両への取り付け状態と撮影範囲を示す図である。
【図８】リアビューカメラへの電源供給方法等を示す図である。
【図９】リモコンの構成と車両への取付位置の例を示す図である。
【図１０】カメラの映像を表示装置に対して表示する表示内容の例を示す図である。
【図１１】再生時に表示装置に対して表示する表示内容の例を示す図である。
【図１２】再生画面の表示例である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
図１～図９は、本発明の好適な一実施の形態として、車両用映像記録装置としてのドライ
ブレコーダの構成を示す図である。図１は機能ブロック図、図２は装置構成図である。
【００３４】
図１及び図２に示すように、制御部１０を備えたメインユニット１（以下本体とも称する
）と、メインユニット１の制御部１０に接続されるリモコン１１・ＧＰＳユニット１２・
リアビューカメラ１３・増設カメラ１４・フロントビューカメラ１５・表示装置１６・内
蔵マイク１７・外部マイク１８・メモリカードスロット１９・加速度センサ２０・スピー
カ２１を備える。
【００３５】
図２、図３（ａ）等に示すように、メインユニット１の正面には、表示装置１６に対して
映像信号と音声信号とを出力する端子であるＡＶ出力端子１６ｂと、外部マイク１８から
音声信号を入力する端子であるマイク端子１８ｂと、ＳＤカードスロット１９ｂ（図１の
メモリカードスロット１９に対応）と、ＳＤカードスロット１９ｂへＳＤカード２（図４
（ａ）参照）を挿入した際にＳＤカードをロックして固定するためのスライドレバー１９
ｃを備える。スライドレバー１９ｃは、ＳＤカード２の挿入時にＳＤカード２をロックす
るためのものであり、図４（ａ）に示すようにスライドレバー１９ｃを左側へ動かしてＳ
Ｄカード２をＳＤカードスロット１９ｂへ挿入し、スライドレバー１９ｃから手を離すと
元の位置（図４（ａ））にスライドレバー１９ｃが戻りＳＤカード２をロックする構造と
なっている。
【００３６】
メインユニット１の背面（正面と対向する面）には、図３（ｂ）に示すように、車両信号
接続端子４０ｂと、リモコン接続端子１１ｂと、ＧＰＳユニット接続端子１２ｂと、リア
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ビューカメラ接続端子１３ｂと、増設カメラ接続端子１４ｂと、フロントビューカメラ接
続端子１５ｂとを備え、それぞれ制御部１０へ接続されている。また、メインユニットの
上面には、開口部を設け、開口部内に制御部１０に接続された内蔵マイク１７を有する。
【００３７】
これらの各端子には、図２に示すように、それぞれ対応する各コネクタが接続され、各コ
ネクタに接続されたコード（ケーブル）を介して対応する各機器（各部）に接続される。
すなわち、制御部１０は、ＡＶ出力端子１６ｂに接続されたＡＶ出力コネクタ１６ａを介
して表示装置１６と接続され、マイク端子１８ｂに接続されたマイクコネクタ１８ａを介
して外部マイク１８と接続される。また、制御部１０は、車両信号接続端子４０ｂに接続
された車両信号接続コネクタ４０ａを介して車両のブレーキランプ線３３、車両の左ウイ
ンカー線３２、車両の右ウインカー線３１、車両の車速信号線３０、車両のアース線、車
両のＡＣＣ系電源へと接続されている。また、制御部１０はリモコン接続端子１１ｂに接
続されたリモコン接続コネクタ１１ａを介してリモコン１１と接続され、ＧＰＳユニット
接続端子１２ｂに接続されたＧＰＳユニット接続コネクタ１２ａを介してＧＰＳユニット
１２と接続され、リアビューカメラ接続端子１３ｂに接続されたリアビューカメラ接続コ
ネクタ１３ａを介してリアビューカメラ１３と接続され、増設カメラ接続端子１４ｂに接
続された増設カメラ接続コネクタ１４ａを介して増設カメラ１４と接続され、フロントビ
ューカメラ接続端子１５ｂと接続されたフロントビューカメラ接続コネクタ１５ａを介し
てフロントビューカメラ１５と接続されている。フロントビューカメラ接続端子１５ｂと
増設カメラ接続端子１４ｂはミニピンジャックであり、リアビューカメラ接続端子１３ｂ
はＲＣＡ端子であり、両者は異なる形状の端子としている。
【００３８】
メインユニット１は、車両内に設置する。例えば、図４（ｂ）に示すように、運転席近傍
で、ドライバーがＳＤカード２を取り出しやすい位置であって、かつ、前述した各端子へ
接続されたケーブルが運転操作の邪魔にならない位置に設置する。例えば、図４（ｂ）に
示すように、運転席の左前方の位置のセンターコンソールやインパネのアンダーカバーな
どに両面テープを用いて底面を貼り付けて固定する。このとき、図４（ｂ）の右側方向に
、本体正面側を向け、左方向に本体背面側を向けて設置する。
【００３９】
フロントビューカメラ１５は、車両前方を撮影するためのカメラであり、撮影した映像の
映像信号としてＮＴＳＣ信号を出力する。フロントビューカメラ１５は、図５に示すよう
に、車両前方を撮影する方向としてレンズが進行方向を向くように車室内のフロントガラ
スに両面テープで固定する。固定位置は、車室内のフロントガラスの上部からフロントガ
ラス全体の２０％以内の位置（図中符号ｄで示す範囲）とする。フロントビューカメラ１
５の電源は、制御部１０から供給される。
【００４０】
　増設カメラ１４は、任意の位置に取り付けて車両周辺映像を撮影することのできるカメ
ラであり、撮影した映像の映像信号としてＮＴＳＣ信号を出力する。例えば、図６（ａ）
に示すように、室内方向（フロントガラスから車両後方方向）を撮影する方向として向け
て、車室内のフロントガラスに両面テープで固定する。増設カメラ１４の電源は、制御部
１０から供給される。
【００４１】
　増設カメラ１４は、図６（ｂ）に示すように、撮影した映像をそのまま出力する正像モ
ードと、撮影した映像を左右反転して出力する鏡像モードを備え、モードの設定を行うた
めの設定スイッチ１４ｓを備える。増設カメラ１４は、設定スイッチ１４ｓの状態に応じ
て、正像モードと鏡像モードとを切り替え、対応する映像信号を出力する。例えば、車両
前方方向を撮影する場合には正像モード、室内方向や車両後方方向を撮影する場合には、
鏡像モードに設定するとよい。
【００４２】
リアビューカメラ１３は、車両後方を撮影するためのカメラであり、撮影した映像の映像
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信号としてＮＴＳＣ信号を出力する。リアビューカメラ１３は、例えば、図７（ａ）（ｂ
）に示すように、車両のバックドアの外側のナンバープレート近辺に設置する。リアビュ
ーカメラ１３の撮影する画角を、図７（ｃ）（ｄ）に示す。図７（ｃ）は車両上面側から
車両を見た状態を示す図であり、表示装置１６に表示した際の左右方向の画角を示してお
り、その画角は、撮影方向に対して左右６０度（全体で１２０度）である。図７（ｄ）は
、車両側面側から車両を見た状態を示す図であり、表示装置１６に表示した際の上下方向
の画角を示しており、その画角は、撮影方向に対して左右４３度（全体で８６度）である
。
【００４３】
リアビューカメラ１３の電源の配線及びリアビューカメラ１３からの映像信号の配線につ
いて図８を参照して説明する。リアビューカメラ１３の電源は、車両のリバースランプの
プラス側配線９３から供給される。すなわち、リバースランプのプラス側配線９３と電源
線８１とがエレクトロタップ８０によって接続され、電源線８１及びヒューズ８２を介し
てリアビューカメラ１３の電源ラインに接続される構成としている。車両のリバースラン
プのプラス側配線９３はリバースランプの一端とシフトレバーのバックポジションスイッ
チ９２の一端に接続されており、リバースランプ９４の他端はバッテリのマイナス端子に
、バックポジションスイッチ９２の他端はバッテリのプラス端子にそれぞれ接続されてい
る。グランド線８３は、一端が車両の塗装されていない既存のビスなどに接続され、他端
がリアビューカメラ１３のグランドラインに接続されており、車両の塗装されていないビ
スは、バッテリ９１のマイナス端子に接続されている。車両のバックポジションスイッチ
９２は、シフトレバーがバックポジションのときオンになり、シフトレバーがバックポジ
ション以外のときオフとなる構成である。その結果、シフトレバーがバックポジションに
なっている間、車両のリバースランプのプラス側配線９３に電流が流れ、リバースランプ
９４が点灯する。このとき、エレクトロタップ８３から電源線８１及びヒューズ８２を介
してリアビューカメラ１３に電源が供給される。リアビューカメラ１３は、電源が供給さ
れている間、映像信号を出力する。この映像信号は、リアビューカメラ接続端子１３ｂに
接続したリアビューカメラ接続コネクタ１３ａを介して制御部１０へ入力される。一方、
シフトレバーがバックポジション以外の状態になっている間は、車両のリバースランプの
プラス側配線９３に電流は流れず、リバースランプ９４は消灯するとともに、リアビュー
カメラ１３への電源供給もなされなくなる。その結果、シフトレバーがバックポジション
以外の状態になっている間は、リアビューカメラ１３からは、映像信号が出力されなくな
り、制御部１０へもリアビューカメラ１３からの映像信号が入力されなくなる。
【００４４】
　ＧＰＳユニット１２は、ダッシュボードの前方位置に設置され、ＧＰＳ信号を受信し、
その受信したＧＰＳ信号から現在位置を求め、その求めた現在位置の位置情報（経度，緯
度）等をＮＭＥＡ形式のデータで制御部１０へ送る。
【００４５】
リモコン１１は、図９（ａ）に示すように、第一ボタン１１ｐ、第二ボタン１１ｑ、第三
ボタン１１ｒと、第一ランプ１１ｘ、第二ランプ１２ｙを備える。図９（ｂ）に３つの設
置パターンを示すように、センターコンソールやインパネのアンダーカバーなどドライバ
ーが操作しやすい位置に、両面テープを用いて裏面を貼り付けて固定する。
　表示装置１６は、カーナビやカーテレビなどＮＴＳＣ信号を入力して表示する液晶モニ
タである。
【００４６】
　加速度センサ２０は、メインユニット１の内部に設けられ、制御部１０と接続されてい
る。メインユニット１の車両への固定後（例えば図４（ｂ）のような固定後）、制御部１
０が、リモコン１１の第一ボタン１１ｐと第二ボタン１１ｑの両ボタンの同時押下が２秒
以上検出した場合に、初期設定を行う。この初期設定は、車両をまっすぐに前後させ、こ
の前後させたときの加速度の発生方向を、加速度センサ２０で検出し、加速度センサ２０
の３軸（ｘ軸、ｙ軸、ｚ軸）と、車両の前後方向との対応関係を検出して、以後、加速度
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センサ２０が、車両の前後方向をＸ軸、車両の左右方向をＹ軸、車両の上下方向をＺ軸と
した値を出力するようにする設定処理である。前方向をＸ軸の正の方向、左方向をＹ軸の
正の方向、上方向をＺ軸の正の方向とする。このような初期設定方法は、公知の方法を用
いることができる。
スピーカ２１は、メインユニット１の内部に設けられ、制御部１０と接続されている。
【００４７】
　制御部１０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリ、各種の周辺回路、インタ
ーフェース等を備えるマイコンを備え、図１に示して説明した各部にそれぞれの信号を入
力または出力するインターフェースを介して接続されている。制御部１０は、車両のＡＣ
ＣがＯＮになった場合、電源が供給され、動作を開始する。制御部１０は、ＲＯＭに記録
されたブートローダーによって、フラッシュメモリに記録されたＯＳとアプリケーション
プログラムをＲＡＭ上に展開し、ＲＡＭ上のＯＳ及びアプリケーションプログラムを実行
することで、これから述べる各種の処理を実行して、各種の機能を実現する。ＯＳは、マ
ルチタスクＯＳであり、各種のアプリケーションプログラムを切り替えて実行することで
、並行処理を実現している。
【００４８】
　制御部１０は、電源投入後、随時、車両状態として、ＧＰＳユニット１２からのＮＭＥ
Ａデータ、加速度センサ２０、ブレーキランプ線３３、左ウインカー線３２、右ウインカ
ー線３１の信号状態を取得して、メモリカードスロット１９に装着されたメモリカード２
に対して、所定の時間間隔（例えば１秒あたり３０回）でこれらのデータ及び信号状態を
ファイルに記録していくデータ・信号状態記録処理を行なう。
【００４９】
また、制御部１０は、複数の車両周辺映像としてフロントビューカメラ１５、リアビュー
カメラ１３、増設カメラ１４の映像を取得して、表示装置１０に表示させるカメラ映像表
示処理や、データ・信号状態記録処理によって記録する車両状態とこれらの車両周辺映像
とを時間的に同期させて再生可能なデータとしてメモリカード２に対して記録する映像音
声記録処理を行う。
【００５０】
　制御部１０は、周辺回路として、フロントビューカメラ１５、リアビューカメラ１３、
増設カメラ１４からのＮＴＳＣ信号を、それぞれ映像データとしてＲＡＭ上に取り込むビ
デオキャプチャ回路を備えている。また、制御部１０には、周辺回路として、ビデオメモ
リ（ＶＲＡＭ）等を備え、ビデオメモリに描画された描画データを、ＮＴＳＣ信号として
、後述する電子スイッチを介して、表示装置１６へ出力する映像生成回路を備える。
【００５１】
　制御部１０は、電源投入後、随時、キャプチャした各映像データを、ビデオメモリに転
送して、表示装置１６へ表示させるカメラ映像表示処理を行う。カメラ映像表示処理は、
デフォルトの処理として、フロントビューカメラ１５の映像を表示装置１６へ出力する処
理を行う。また、カメラ映像表示処理では、リモコン１１の第一ボタン１１ｐの押下が検
出された場合に、ビデオメモリに転送して表示装置１６に表示させる映像を、フロントビ
ューカメラ１５、増設カメラ１４、リアビューカメラ１３の映像の順に切り替える処理を
行う。例えば、ドライバーが、本装置の起動後、２回、第一ボタン１１ｐの押下した場合
であって、シフトポジションがバックになっていれば、図１０に示すように、リアビュー
カメラ１３によって撮影された映像が表示装置１６の表示領域１６ａに表示されることと
なる。また、カメラ映像表示処理では、リアビューカメラ１３からの映像信号に映像信号
が入力されている場合には、ビデオメモリに転送して表示装置１６に表示させる映像を、
リアビューカメラ１３からの映像に切り替え、リアビューカメラ１３からの映像信号に映
像信号が入力されなくなったら、ビデオメモリに転送して表示装置１６に表示させる映像
を、リアビューカメラ１３からの映像に切り替える前の映像に切り替える処理を行う。
【００５２】
このようにすれば、ドライバーは、シフトポジションをバックにするだけで、図１０に示
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すように、リアビューカメラ１３によって撮影された映像が表示装置１６の表示領域１６
ａに表示されることとなり、車両後方の状況を、表示装置１６を見て確認することができ
る。このように、ドライバーによる車両の操作状態に基づき、制御部１０は、表示装置１
６に対して優先して出力する映像を決定して出力するため、ドライバーは、運転操作とと
もにリモコン１１で映像を切り替える必要がなく、これから走行させる方向の映像が出力
されることになり、ドライバーの意思に沿った適切な映像が適切なタイミングで表示され
ることとなる。
【００５３】
　映像音声記録処理は、電源投入後、内蔵マイク１７から取得した音声及び外部マイク１
８から取得した音声データを、フロントビューカメラ１５、リアビューカメラ１３、増設
カメラ１４のキャプチャした各映像データと併せて記録する処理である。フロントビュー
カメラ１５の映像データ、リアビューカメラ１３の映像データ、増設カメラ１４の映像デ
ータのそれぞれに対して、内蔵マイク１７から取得した音声データを左チャンネル、外部
マイク１８から取得した音声データを右チャンネルとして、ＭＰＥＧ形式でエンコードし
て、３つのファイルに記録していく。
【００５４】
データ・信号状態記録処理で記録する信号状態のファイルのファイル名及び映像音声記録
処理によって記録する３つのＭＰＥＧファイルのファイル名は、マイコンの周辺回路とし
て備えるリアルタイムクロック（時計）からそれぞれの処理において各ファイルを記録開
始した日時を用いて記録する。したがって、このファイル名の日時を読み出すことで、各
ファイルのデータの同一日時に記録された位置を特定することができる。よって、これら
のファイルを時間的な同期を取りながら再生する再生処理が可能である。なお、これらの
ファイルの記録の終了は、本体へのＡＣＣ電源の供給が遮断された際に行う。制御部１８
には、ＡＣＣ電源が遮断された場合に、ファイルの記録終了に必要な時間の間（５秒間）
、制御部１８及び接続された各部を動作させる電池を有するバックアップ電源を備えてお
り、ＡＣＣ電源の遮断が検出された際に、ＯＳから記録処理に通知され、すべてのファイ
ルの記録の終了処理が実行される。したがって、車両のＡＣＣＯＮによる電源投入からＡ
ＣＣＯＦＦによる電源遮断の間で各記録ファイルが生成されることとなる。
【００５５】
　制御部１０は、リモコン１１の第二ボタン１１ｑの長押し（２秒以上の連続押下）が検
出された場合、フロントビューカメラ１５の映像及び音声について現在記録中のＭＰＥＧ
ファイルの先頭から映像を再生する再生処理を開始する（録画しながら再生するいわゆる
追いかけ再生を開始する）。再生処理の開始から一定時間（５秒間）は、図１１に示すよ
うに、再生映像８１に重ね合わせて、操作ヘルプ８２、再生映像のカメラ情報８５、再生
状態８４、再生映像日時８３を表示する。これらの表示は、再生処理中にリモコン１１の
いずれかのボタンの押下が検出された場合にも、所定時間の間（３秒間）行う。
【００５６】
　操作ヘルプ８２は、リモコン１１のどのボタンが押下された場合に、どのような処理が
なされるのかを示すものである。図１１に示すように、図９のリモコン１１を時計周りに
４５度回転させた状態のリモコン１１のボタン位置と処理内容との対応関係を示しており
、図中黒色で示されるボタンを押下すると、その右側に文字で記載された処理が実行され
ることを示している。例えば、図１１において「再生／停止／スロー」と描画された箇所
の左側にあるリモコン１１の模式図において黒色で示されたボタンは第二ボタン１１ｑに
対応し、この第二ボタン１１ｑのみの押下が検出されるごとに、再生→停止→スローの順
に画面表示処理（すなわち制御部１０の再生処理内容）が切り替わることを示している。
この現在の画面表示処理の状態は、再生状態８４に「再生中」「停止中」「スロー中」の
ように表示する。また、現在再生している映像を記録したカメラがどのカメラかを示す情
報をカメラ情報８５として表示する。カメラ情報８５は、フロントビューカメラ１５によ
って記録されたファイルの映像を表示中は「ＣＡＭ１」、増設カメラ１４によって記録さ
れたファイルの映像を表示中は「ＣＡＭ２」、リアビューカメラ１３によって記録された
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ファイルの映像を表示中は「ＲＥＡＲ」と表示する。再生映像日時８３は、表示中のファ
イルの映像の日時を表示する領域であり、ファイル名から取得したファイル先頭の記録日
時と、ファイルのフレーム情報に基づいて現在表示中のフレームの記録された日時を求め
て表示するものである。
【００５７】
　再生処理中に、第一ボタン１１ｐのみの押下が検出された場合、再生するファイルを切
り替え、現在再生中のフレームと同一日時のフレームから映像を再生する。このようにす
ることで、再生するファイルの切り替えがあっても、映像は時間的に連続したものが表示
されることになる。その結果、再生映像日時８３についても、再生するファイルの切り替
えがあっても、連続して進んでいくことになる。
　再生処理中に、第三ボタン１１ｒのみの押下が検出された場合、再生処理を終了してカ
メラ映像表示処理を行う（再生終了）。
【００５８】
　再生処理中に、第二ボタン１１ｑと第三ボタン１１ｒの同時押下が検出された場合、再
生するファイル自体を現在再生中のファイルから一つ古いファイルへ切り替えていく。す
なわち、ファイル名を参照して、ファイル名に含まれる日時から、現在再生中のファイル
の１つ前に記録されたファイルを特定して、そのファイルの先頭から映像を再生する。現
在再生中のファイルよりも古いファイルがない場合には、現在再生中のファイルを先頭か
ら再生する。
【００５９】
　再生処理中に、第一ボタン１１ｐと第二ボタン１１ｑとの同時押下が検出された場合、
再生するファイル自体を現在再生中のファイルから一つ新しいファイルへ切り替えていく
。すなわち、ファイル名を参照して、ファイル名に含まれる日時から、現在再生中のファ
イルの１つ後に記録されたファイルを特定して、そのファイルの先頭から映像を再生する
。現在再生中のファイルよりも新しいファイルがない場合には、現在再生中のファイルを
先頭から再生する。
【００６０】
このように、リモコン１１の操作によって、フロントビューカメラ１５、増設カメラ１４
、リアビューカメラ１３の映像を切り替えて、所望の現在の映像を表示装置１６に表示さ
せたり、フロントビューカメラ１５、増設カメラ１４、リアビューカメラ１３によって撮
影されメモリカード２にすでに記録されている映像を再生させて、リモコン１１の操作に
よって、フロントビューカメラ１５、増設カメラ１４、リアビューカメラ１３の再生映像
を切り替えて、所望の過去の映像を表示装置１６に表示させたりすることができる。この
ように取得した車両周辺映像のうちの少なくともいずれか１つの映像か、メモリカード２
に記録された少なくともいずれか１の映像を再生した映像のみに切り替える制御を制御部
１０が行う。
【００６１】
　本実施例では、制御部１０は、取得した車両周辺映像のうちの少なくともいずれか１つ
の映像、メモリカード２に記録された少なくともいずれか１の映像を再生した映像のみに
切り替える制御を制御部１０が行うこととしたが、さらに制御部１０は、表示装置１６に
対して優先して出力する映像を決定して出力する制御に関する設定項目を示す映像、メモ
リカード２に記録された車両状態を示す映像を表示するようにしてもよい。また表示装置
１６に対して優先して出力する映像を決定して出力する制御は、当該映像のみに切り替え
る制御としたが、さらに、当該映像に所定の映像を重ね合わせた映像に切り替える制御、
当該映像を他の映像よりも大きなサイズの映像で表示する制御、当該映像を他の映像より
も表示装置１６の中心部に表示させる制御の少なくともいずれか１つとしてもよい。
【００６２】
　本実施例の処理によれば、表示装置１６に対して出力している映像にかかわらず、取得
した車両状態とフロントビューカメラ１５、リアビューカメラ１３、増設カメラ１４から
取得した複数の車両周辺映像とのメモリカード２に対する記録を行う。このようにすれば
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、衝突時の複数の車両周辺映像を確実に記録することができる。
【００６３】
なお、本実施例では、ＡＣＣＯＮからＡＣＣＯＦＦまで、常時、映像を記録するようにし
たが、常時記録は行なわず、または、常時記録を行いつつ、加速度センサ２０によって、
車両の衝突に相当する状態を検出した場合に、表示装置１６に対して出力している映像に
かかわらず、車両状態とフロントビューカメラ１５、リアビューカメラ１３、増設カメラ
１４から取得した車両周辺映像とのメモリカード２に対する記録を行う構成としてもよい
。このようにすれば、衝突時の複数の車両周辺映像を確実に記録することができる。また
、衝突が検出された場合に、表示装置１６に対して出力している映像を優先してメモリカ
ード２に対して記録するようにしてもよい。このようにすれば、衝突の瞬間が記録される
可能性の高い映像を確実に記録することができる。
【００６４】
　本実施例では、車両後方を撮影するリアビューカメラ１５の映像を記録することとした
が、これに限らず任意の映像を記録するようにしてもよい。また、車両の操作状態として
も任意の状態を取得して記録するようにしてもよい。例えば、車両右側映像と車両左側映
像を取得するサイドカメラをそれぞれ設け、制御部１０は、車内ＬＡＮと接続され、ドラ
イバーによる車両の操作状態として、車内ＬＡＮを流れるパケットから所定の車両速度以
下（例えば１０ｋｍ／ｈ以下）の状態で、右ウインカーの出されたことを検出した場合に
は、車両右側映像を他の映像よりも優先して出力する制御を行う一方、所定の車両速度以
下（例えば１０ｋｍ／ｈ以下）の状態で左ウインカーを出されたことを検出した場合には
、車両左側映像を他の映像よりも優先して出力する制御を行う構成とするとよい。このよ
うにすれば、例えば、駐車場から左右いずれかの方向に退出するときや、見通しの悪い交
差点を曲がろうとするときなど、所定の車両速度以下の状態でウインカーを出した方向の
車両周辺映像が表示装置１６に表示されることとなる。したがって、ドライバーは、この
ような注意を要する状況で、表示のための特段の操作をすることなく、その方向の車両周
辺映像を、表示装置１６をみて確認することが容易にできる。一方、所定の車両速度を越
える場合には、ウインカーを出したとしても、ウインカーを出した方向の車両周辺映像が
表示装置１６に表示されることはない。したがって、ドライバーが、所定の車両速度以上
で走行中に車両周辺映像が表示装置１６されることによって煩わしさを感じることや、意
識の集中をそがれるといったことがない。また、制御部１０は、複数の車両周辺映像の中
から、ドライバーによる車両の操作状態に基づき、表示装置１６に対して優先して出力す
る映像を決定した際に、再生可能なデータとしてメモリカード２に対する記録を行なう構
成としてもよい。例えば、車のスピードが所定値より遅いときであって、ウインカーが出
された場合に、サイドカメラの映像を室内モニタに表示させる構成とし、録画はウインカ
ーを出したタイミングで行うようにしてもよい。
【００６５】
メモリカード２に記録された車両周辺映像のデータを再生する際に、再生映像を左右また
は上下に反転して再生する機能を備えるとよい。このようにすれば、車両周辺映像を撮影
するカメラを上下反転して設置させても、正しい向きで映像を再生させることができる。
また、例えば左右反転映像の映像信号を出力するリアビューカメラが撮影した映像を、左
右反転させて再生させることもできる。
【００６６】
なお、ドライバーによる車両の操作状態と取得した車両状態と複数の車両周辺映像とを時
間的に同期させて再生可能なデータとしてメモリカード２に対して記録する構成とすると
よい。例えば、ドライバーによる車両の操作状態として、シフトポジションがなにである
かを記録しておくことで、バック中にぶつかった、下り坂でエンジンブレーキかけている
か、停車中、ニュートラルまたはパーキングにしている（ＥＣＯ運転）などがわかる。そ
して、表示装置１６に対して優先して出力した映像を示す情報とドライバーによる車両の
操作状態と前記取得した車両状態と複数の車両周辺映像と、時間的に同期させて再生可能
なデータとしてメモリカード２に対して記録する処理を行うとよい。
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【００６７】
　本実施例では、コンピュータによるプログラムの実行によってカメラ映像表示処理を行
い、出力する映像を生成する構成であるが、コンピュータによるプログラムの実行による
映像の生成が可能でない状態であっても、表示装置１６に対して優先して出力する映像の
信号が検出された場合には当該映像を他の映像よりも優先して出力する制御を行うハード
ウェアを備えるとよい。すなわち、制御部１０は、さらに、シフトポジションがバックに
なった場合に、リアビューカメラ１３の映像をフロントビューカメラ１５の映像及び増設
カメラ１４の映像よりも優先して出力する制御を行うハードウェアである電子スイッチ（
映像信号セレクタ）を制御部１０に備える。この電子スイッチには、リアビューカメラ１
３からの映像信号線と、制御部１０の映像生成回路からの出力線が接続されており、電子
スイッチは、リアビューカメラ１３からの映像信号に映像信号が入力されている場合には
、リアビューカメラ１３からの映像信号を表示装置１６へ出力し、リアビューカメラ１３
からの映像信号に映像信号が入力されていない場合には、映像生成回路からの出力を表示
装置１６へ出力する。また、リアビューカメラ１３からの映像信号が入力されているかい
ないかを示す信号を、制御部１８に備えるマイコンに対して出力し、前述した再生処理中
にリアビューカメラ１３からの映像信号に映像信号が入力されている信号を検出した場合
には、再生処理を一時停止する。図８に示して説明した構成により、シフトレバーがバッ
クポジション以外の状態になっている間は、リアビューカメラ１３からの映像信号は、制
御部１０の電子スイッチへ入力されず、シフトレバーがバックポジションの状態になって
いる間は、リアビューカメラ１３からの映像信号が、制御部１０の電子スイッチへ入力さ
れる。
【００６８】
このようにすれば、ドライバーは、シフトポジションをバックにするだけで、すぐに車両
後方の状況を、表示装置１６を見て確認することができる。このように、ドライバーによ
る車両の操作状態に基づき、制御部１０は、表示装置１６に対して優先して出力する映像
を決定して出力するため、ドライバーは、運転操作とともにリモコン１１で映像を切り替
える必要がなく、これから走行させる方向の映像が出力されることになり、ドライバーの
意思に沿った適切な映像が適切なタイミングで表示されることとなる。マイコンによるプ
ログラムの実行により、カメラ映像表示処理を実現しているため、例えば、マイコンでＯ
Ｓの起動処理中であったり、マイコンの処理負荷が高い状態であったりするために、カメ
ラ映像表示処理による映像の生成が可能でない状態である場合がある。このような状態の
場合には、カメラ映像表示処理によって、ドライバーによる車両の操作状態を即座に反映
させ、リアビューカメラ１３の映像を出力することが困難である。しかし、電子スイッチ
（ハードウェア）によってリアビューカメラ１３からの映像の信号が検出された場合には
、リアビューカメラ１３からの映像を他の映像よりも優先して出力するので、ドライバー
による車両の操作状態を即座に反映させて、表示装置１６に対してリアビューカメラ１３
からの映像を表示させることができる。
【００６９】
さらに、リアビューカメラ１３の映像のように表示装置１６に対して優先して出力する映
像の中に人が写っているか否かを、制御部１０のリアビューカメラ１３から取得した映像
データに対するパターンマッチング処理によって判定し、人に相当するパターンにマッチ
した場合に、スピーカ２１から、警報音を発する処理を行うとよい。このようにすれば、
警報音がなった際に車両を停止させるなど、回避行動を容易かつ即座に採ることができる
。また、ドライバーは、特段の操作をすることなく、単に警報音が鳴った際に表示装置１
６を見るだけで、警報の対象物が、回避対象であるかなどを、容易に確認することができ
る。例えば、ウインカーを出している方向で、サイドカメラの映像に人が写っている場合
、アラーム音にて知らせたり、バックポジションを出しているとき、バックカメラの映像
に人が写っている場合、アラーム音にて知らせたりするとよい。
【００７０】
　本実施例では、表示装置１６に対して優先して出力する映像であるリアビュー映像の入
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力端子であるリアビューカメラ接続端子１３ｂはＲＣＡ端子とする一方、他の映像の映像
入力端子であるフロントビューカメラ接続端子１５ｂと増設カメラ接続端子１４ｂはミニ
ピンジャックとして、異なる形状としている。このようにすれば、どの映像入力端子に、
優先して出力する映像のカメラ（リアビューカメラ１３）を接続すればよいのかが、容易
に分かる。そして、リアビューカメラ接続端子１３ｂとフロントビューカメラ接続端子１
５ｂと増設カメラ接続端子１４ｂとは、メインユニット１の背面内に配置し、これらの映
像入力端子を設けた面と対向する面であるメインユニット１の正面に、メモリカード２の
挿入口であるメモリカードスロット１９を設けている。このようにすれば、メモリカード
２をメモリカードスロット１９へ挿入したり、メモリカードスロット１９から取り出した
りする際に、映像入力端子に接続されたケーブル類が邪魔にならない。また、メモリカー
ド２をメモリカードスロット１９へ挿入したり、メモリカードスロット１９から取り出し
たりする際に、映像入力端子に接続されたケーブル類を、引っ掛けて抜いてしまうといっ
た問題も発生しにくくなる。
【００７１】
メモリカード２に記録されたデータは、メモリカード２をメモリカードスロット１９から
取り出して、パソコンに挿入し、パソコン上のプログラムを用いて再生することができる
。パソコン上のプログラムによる処理によって、例えば、図１２に示すようなビュアー画
面１００を表示させる。ビュアー画面１００は、図１２に示すように、メニューバー１０
１、表示エリア１０２、表示切替ボタン１０３、音量つまみ１０４、速度表示１０５、ブ
レーキウインカー表示１０６、加速度表示１０７、緯度経度表示１０８、表示操作ボタン
１０９、加速度センサーグラフ１１０、日付時刻表示１１１、地図１１２、プレイリスト
一覧１１３を備える。
【００７２】
　表示エリア１０２は、フロントビューカメラ映像再生エリア１０２ａ、増設カメラ映像
再生エリア１０２ｂ、リアビューカメラ映像再生エリア１０２ｃを備える。メモリカード
２に記録されたフロントビューカメラ・増設カメラ・リアビューカメラの車両周辺映像の
データを再生する際に、再生映像を左右または上下に反転して再生する機能を備える。フ
ロントビューカメラ映像再生エリア１０２ａ、増設カメラ映像再生エリア１０２ｂ、リア
ビューカメラ映像再生エリア１０２ｃを右クリックすると、左右反転、上下反転、左右上
下反転、反転なしの順で再生映像を切り替える。
【００７３】
また、前述した、表示装置１６に対して優先して出力した映像を示す情報に基づき、再生
中の複数の車両周辺映像の中から、表示装置１６に対して優先して出力した映像を示す所
定の表示を行う構成とするとよい。このようにすれば、表示装置１６にどの映像が表示さ
れていたのか、後で、パソコン等の再生装置で再生した際に容易に把握することができる
。例えば、リアビューカメラからの映像が入力された開始日時と終了日時を記録おき、そ
の日時の映像を再生している間は、リアビューカメラ映像再生エリア１０２ｃの外枠部分
をハイライト表示するようにする。
【００７４】
なお、ビュアー画面１００は、パソコン上で表示する画面としたが、例えば、車内に設置
するナビゲーション装置等の画面に出力したり、表示装置１６に出力したりする構成して
もよい。
【００７５】
　以上、本発明を、実施例を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に
記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に記載の例を任意の組み合わせで組み合わ
せたり、多様な変更または改良を加えたりしてもよい。また、特許請求の範囲、背景技術
、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段の記載内容を適宜各実施形態
に当てはめ、当業者の技術常識を適用して実施の形態とすることができる。
【符号の説明】
【００７６】



(15) JP 6002975 B2 2016.10.5

10

　２　メモリカード
１０　制御部
１１　リモコン
１２　ＧＰＳユニット
１３　リアビューカメラ
１４　増設カメラ
１５　フロントビューカメラ
１６　表示装置
１７　内蔵マイク
１８　外部マイク
１９　メモリカードスロット
２０　加速度センサ
２１　スピーカ

 

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】
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